
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被照射者の患部の位置を確認するＣＴスキャナーとＸ線シミュレーターと、該ＣＴスキャ
ナー及び／又は該Ｘ線シミュレーターによって確認した上記患部の位置情報に従って上記
被照射者を上記患部が照射位置に合うように所定位置に配置させて放射線照射を行う放射
線照射装置と、上記被照射者を載せて上記ＣＴスキャナーと上記放射線照射装置と上記Ｘ
線シミュレーターとに使用されると共に、使用する装置に対して位置調整可能な位置調整
手段を備えた共通寝台と、上記被照射者を上記ＣＴスキャナーから上記放射線照射装置の
上記所定位置に配置させ、更に上記Ｘ線シミュレーターの所定位置に配置させる移動手段
と、を備え、該移動手段が、上記共通寝台に載った上記被照射者を上記所定位置に配設で
きるように、上記ＣＴスキャナーを直線運動させると共に、上記共通寝台を直線運動させ
る移動機構を備えたものであり、該移動機構として、上記ＣＴスキャナーと上記共通寝台
とが移動方向が互いに交差する直線移動機構をそれぞれ備え、上記ＣＴスキャナーと上記
放射線照射装置と上記Ｘ線シミュレーターとが横並びに配設されると共に、上記共通寝台
がこれらの間を直線移動可能となるように配設され、上記共通寝台の直線移動機構によっ
て上記共通寝台全体が移動することを特徴とする放射線治療用複合装置。
【請求項２】
　上記共通寝台の直線移動機構が、横並びに配設された上記ＣＴスキャナーと上記放射線
照射装置と上記Ｘ線シミュレーターとに対応するレールを備え、上記共通寝台が上記レー
ルに摺動可能に取り付けられた請求項１記載の放射線治療用複合装置。
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【請求項３】
上記共通寝台がアイソセントリック回転機構を備えた請求項１又は２記載の放射線治療用
複合装置。
【請求項４】
上記ＣＴスキャナーの検出可能領域の直径が、該領域において上記被照射者の位置を横方
向に位置調整可能な大きさである請求項１、２又は３記載の放射線治療用複合装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、悪性腫瘍等の放射線治療において、ＣＴスキャナーによって正確に被治療者
（被照射者）の放射線が照射されるべき患部（照射患部）の位置合わせを行い、被照射者
を患部が放射線照射装置（放射線治療装置）の照射位置に合うように移動させて、放射線
照射を行うという一連の放射線治療を実行可能にする放射線治療用複合装置（放射線治療
用設備）に関し、より詳細には、被照射者を患部が放射線照射装置の照射位置に合うよう
に移動させる際に、患者を載せてＣＴスキャナーと放射線照射装置と必要に応じてＸ線シ
ミュレーターとに使用される共通寝台を備え、この共通寝台を回転運動させることなく被
照射者をＣＴスキャナー、放射線照射装置、必要に応じてＸ線シミュレーターの所定位置
に配置させることができる移動手段を備えることによって、位置合わせから放射線照射ま
でに生じる位置の誤差の発生を抑制することができ、放射線治療における治療位置の精度
管理に大きく貢献する放射線治療用複合装置に関する。更に、上記共通寝台がアイソセン
ター位置（被照射者の標的部位に異なる角度から放射線を照射するときの照射中心となる
位置）を中心としたアイソセントリック回転機能（機構）を有するものであれば、放射線
治療時のみならず、ＣＴスキャナー、Ｘ線シミュレーター等による検査時においてもその
機能を利用することが可能となる放射線治療用複合装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　悪性腫瘍などに対する放射線治療においては、患者を寝台に寝かせた状態でＣＴスキャ
ナーにより腫瘍部位を探し、正確な位置合わせをした状態でその患部（ターゲット）に対
して放射線を照射することが望ましい。しかし、従来は、放射線治療室には、直線加速器
（放射線照射装置）などの治療器だけが設置され、位置合わせのためのＣＴスキャナーは
別室に設置されるのが、一般的であった。そのため、正確な位置合わせをした状態のまま
で直ちに患者に放射線照射をすることはできず、位置合わせから照射までの間に、患者の
別室への移動という過程が含まれていた。
【０００３】
　本発明者は、この患者の移動という過程が、無視できない程大きな位置の誤差を生じさ
せていると考え、この位置の誤差を省くために、直線加速器（放射線照射装置）とＸ線Ｃ
Ｔスキャナーとを同室内に設置して共通の寝台で結びつけた一体型の放射線治療用複合装
置（放射線治療システム）を構築した（例えば、特許文献１参照）。以来、この新しい一
体型の放射線治療用複合装置を用いて様々な悪性腫瘍（ガン）の放射線治療を行い、良好
な成績を報告している（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開平９－１９２２４５号公報
【非特許文献１】植松稔、外９名「癌（ＣＡＮＣＥＲ）」、（米国）、アメリカ癌協会（
Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｓｏｃｉｅｔｙ）、１９９８年３月１５日。第８２巻
、第６号、ｐ．１０６２－ｐ．１０７０
【０００５】
　これまでの一体型の放射線治療用複合装置では、ＣＴスキャナーで正確に位置合わせを
した状態で、患部を直線加速器の照射位置に合わせるため、図４に示す放射線治療用複合
装置Ａ１５のように、ＣＴスキャナー１と放射線照射装置２との間の患部の移動を、回転
式寝台３０の支柱を回転中心ｒ’とし、回転式寝台３０自体を円方向（図中矢印ｇ）に軸
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回転運動（１８０度）させることによって行っていた。しかしながら、このような寝台３
０の自転による回転運動によって患部を移動させる手段の場合、位置の誤差を生じないよ
うに慣れた術者が慎重に操作する必要があり、位置の誤差をより減じさせるように改良す
る余地があった。また、ＣＴスキャナーにおける座標系と放射線照射装置における座標系
の二つが、回転運動だけで構成された本当に合同な座標系同士であると確認するためには
、もう一度寝台を１８０度回転させてＣＴスキャナーに合わせ直して再撮影してみる必要
があり、精度管理の点についても改良の余地があった。
【０００６】
　また、近年、放射線治療においては、図５に示すように、放射線照射装置に近傍する床
面５にターンテーブル２０ｂをその上面が床面の上面と略同一面（略平面）となるように
設け、このターンテーブル２０ｂに回転板２０ｄを一体となるようにその端部を取り付け
、この回転板２０ｄ上に治療用寝台２０の架台２０ｃを治療用寝台２０がターンテーブル
２０ｂの軸中心ｒを回転中心としてアイソセントリック回転可能となるように載置したア
イソセントリック回転機構Ｄによって、治療用寝台にアイソセンタ（照射中心）を中心と
したアイソセントリック回転機能を持たせたものが利用されているが、この機能をＣＴス
キャナーなどの病巣の位置確認、位置合わせを行うための検査装置に利用することは考慮
されていなかった。上述した回転式寝台３０の場合も放射線照射装置側の床面に設けられ
たターンテーブルによって、放射線照射装置に使用される際には、アイソセントリック回
転機能を有するが、ＣＴスキャナーに使用する際には、寝台がｒ’を中心とした支柱回転
をしているためにアイソセントリック回転機能を利用することができなかった。
【０００７】
　更に、ＣＴスキャナーにより患部の位置を確認して患部を放射線照射装置の照射位置に
合わせる放射線治療システムでは、使用されるＣＴスキャナーが位置合わせの中核をなす
装置である。ところで、ＣＴスキャナーによる位置合わせをもっとも精度よく行うには、
ＣＴスキャナーにより病巣（患部）をスキャンする際に、ＣＴスキャナーの検出可能範囲
（ガントリのトンネル部）の中心に患部の中心が位置するようにすることが望ましい。し
かしながら、従来のＣＴスキャナーは、被照射者を載せた寝台を体軸方向に沿って移動さ
せたり、寝台の高さ調節を行うことは可能であったが、横方向（体軸と水平面において直
交する方向、即ち、寝台に寝ている被照射者の体の左右方向）での位置調整については考
慮されていなかった。
【０００８】
　即ち、従来のＣＴスキャナーは、図６にガントリの部分を模式的に示したＣＴスキャナ
ー１’のように、その検出装置であるガントリ１ｂのトンネル部（検出可能範囲）１ｃ’
において、患者Ｂを載せたＣＴ寝台１ａは、図示しない上下動手段によって、トンネル部
１ｃ’の上下方向（図中矢印ｉ）の中心（図中一点鎖線ｊ）に患部（病巣）Ｃが位置する
ように位置調整を行うと共に、ＣＴ寝台１ａが体軸方向に沿って移動可能であるか、ＣＴ
スキャナー１’そのものが床面に配設された移動レール上を摺動する自走式ＣＴスキャナ
ーとすることによって、患者Ｂの患部（病巣）Ｃを含み、且つ体軸に直交する患者の横断
面をスキャンできるように、トンネル部１ｃ’におけるＣＴ寝台１ａの位置調整を行って
いた。
【０００９】
　しかしながら、従来は、ＣＴスキャナーの検出可能範囲において横方向、即ち、トンネ
ル部において寝台上に横になった患者の体の左右方向の位置調整を行うことは考慮されて
おらず、ガントリ１ｂのトンネル部１ｃ’の直径が、通常１ｍ程度であり、実質的に横方
向には位置調整し難い構成となっていた。そのため、患部Ｃが図面中の想像線（二点鎖線
）に示すように、トンネル部１ｃ’の横方向（図中矢印ｆ）の中心（図中一点鎖線ｋ）に
ある場合は、精度よく患部の位置を確認することができたが、患部Ｃが患者Ｂの体の横の
方に存在し、患者Ｂが寝台に載った時に患部Ｃが図中の実線で示すように、トンネル部１
ｃ’の横方向（図中矢印ｆ）の中心（図中一点鎖線ｋ）からずれている場合、横方向の位
置確認は何かしらのマーキングによって行われるのが現状であった。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、共通寝台を回転させなくても位置合わせか
ら照射までの操作過程を直線運動によって構成することが可能であり、更に、ＣＴスキャ
ナーにより患部をスキャンする際に、ＣＴスキャナーの検出可能範囲の中心に患部の中心
を位置させることも可能であり、また、共通寝台がアイソセントリック回転機能を有する
ものである場合に、この機能を放射線治療時のみならず、ＣＴスキャナーなどの検査装置
による位置合わせの時にも利用することが可能な放射線治療用複合装置を提供することを
目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記目的を達成するため、被照射者の患部の位置を確認するＣＴスキャナー
とＸ線シミュレーターと、該ＣＴスキャナー及び／又は該Ｘ線シミュレーターによって確
認した上記患部の位置情報に従って上記被照射者を上記患部が照射位置に合うように所定
位置に配置させて放射線照射を行う放射線照射装置と、上記被照射者を載せて上記ＣＴス
キャナーと上記放射線照射装置と上記Ｘ線シミュレーターとに使用されると共に、使用す
る装置に対して位置調整可能な位置調整手段を備えた共通寝台と、上記被照射者を上記Ｃ
Ｔスキャナーから上記放射線照射装置の上記所定位置に配置させ、更に上記Ｘ線シミュレ
ーターの所定位置に配置させる移動手段と、を備え、該移動手段が、上記共通寝台に載っ
た上記被照射者を上記所定位置に配設できるように、上記ＣＴスキャナーを直線運動させ
ると共に、上記共通寝台を直線運動させる移動機構を備えたものであり、該移動機構とし
て、上記ＣＴスキャナーと上記共通寝台とが移動方向が互いに交差する直線移動機構をそ
れぞれ備え、上記ＣＴスキャナーと上記放射線照射装置と上記Ｘ線シミュレーターとが横
並びに配設されると共に、上記共通寝台がこれらの間を直線移動可能となるように配設さ
れ、上記共通寝台の直線移動機構によって上記共通寝台全体が移動することを特徴とする
放射線治療用複合装置を提供する。
【００１２】
　換言すると、上記ＣＴスキャナーと、上記放射線照射装置とを備えた放射線治療用複合
装置であって、上記被照射者を載せて上記ＣＴスキャナーと上記放射線照射装置との間を
結びつける共通寝台を備えると共に、上記被照射者を上記ＣＴスキャナーの直線運動及び
上記共通寝台の直線運動によって、上記ＣＴスキャナーから上記放射線照射装置の上記所
定位置に配置させる移動機構（手段）を備えた放射線治療用複合装置であり、該移動機構
として、上記ＣＴスキャナーと上記共通寝台とが移動方向が互いに交差する、好ましくは
直交又は実質的に直交する直線移動機構をそれぞれ備え、上記ＣＴスキャナーと上記放射
線照射装置とが横並びに配設されると共に、上記共通寝台がこれらの間を直線移動可能と
なるように配設されたもの、即ち、上記共通寝台及び上記ＣＴスキャナーを直線運動（直
線移動）させる移動機構を備えた放射線治療用複合装置が、上記ＣＴスキャナーと上記共
通寝台とが自走方向が互いに交差、好ましくは直交又は実質的に直交する自走機構をそれ
ぞれ備え、該ＣＴスキャナーと上記放射線照射装置とが横並びに配設されると共に、上記
共通寝台がこれらの間を移動可能となるように配設された放射線治療用複合装置に、更に
、Ｘ線シミュレーターを備え、上記移動手段が上記共通寝台に載った上記被照射者を更に
上記Ｘ線シミュレーターの所定位置に配置させる移動機構を含むもの、例えば、上記移動
機構として、上記ＣＴスキャナーと上記共通寝台とが移動方向が互いに交差する直線移動
機構をそれぞれ備え、上記ＣＴスキャナーと上記放射線照射装置と上記Ｘ線シミュレータ
ーとが横並びに配設されると共に、上記共通寝台がこれらの間を直線移動可能となるよう
に配設された放射線治療用複合装置を提供する。
【００１３】
　ここで、上記共通寝台がアイソセントリック回転機構を備えたものであると、より効果
的である。

10

20

30

40

50

(4) JP 3961464 B2 2007.8.22



【００１５】
　また、上記ＣＴスキャナーの検出可能領域の直径が、該領域において上記被照射者の位
置を横方向に位置調整可能な大きさであれば、更に好適である。
【００１６】
　即ち、本発明の放射線治療用複合装置は、上記被照射者を載せて上記ＣＴスキャナーと
上記放射線照射装置との間を結びつける上記共通寝台に載った上記被照射者が上記各装置
に対して所定位置となるように上記ＣＴスキャナーの直線運動及び上記共通寝台の直線運
動を生じさせる移動手段を備えているので、共通寝台を回転させることなく、位置合わせ
から放射線照射の操作を行うことが可能となり、共通寝台の支柱回転による位置の誤差を
なくすことができる。
【００１７】
　また、三次元空間内において精密な治療を行う場合には、体内深部の病巣位置を指示す
るために、レーザー光線などを用いて体表面などにマーキングすることが多い。寝台の自
転による回転運動が存在する場合は、前述したように、ＣＴスキャナーにおける座標系と
放射線照射装置における座標系の二つが全く合同であると確認することがやや困難であっ
たが、直線運動による移動の場合、ひとつの座標系のなかで移動していると見なすことが
できる。従って、レーザー光線などによるマーカーの設置やその確認が、非常に単純、且
つ容易になる。換言すれば、直線運動であれば、レーザー光線などを用いることで、二つ
の座標系が一致していることが単純、且つ容易に確認することができ、結果として、病巣
位置の精度管理が向上する。
【００１８】
　ここで、上記ＣＴスキャナー及び上記共通寝台を直線運動（直線移動）させる移動機構
として、上記ＣＴスキャナーと上記共通寝台とが移動方向が互いに交差する、好ましくは
直交又は実質的に直交する直線移動機構をそれぞれ備え、上記ＣＴスキャナーと上記放射
線照射装置とが横並びに配設されると共に、上記共通寝台がこれらの間を直線移動可能と
なるように配設されたものであっても、被照射者を載せた共通寝台を病巣合わせの際は、
ＣＴスキャナーのところに移動させると共に、ＣＴスキャナーを共通寝台の方に前進させ
、放射線照射の際には、ＣＴスキャナーを共通寝台から後退させると共に、共通寝台を放
射線照射装置のところに移動させることができ、患者を載せた共通寝台を回転運動させる
ことなく、移動を行うことが可能となる。
【００１９】
　本発明の放射線治療用複合装置の場合、上記共通寝台がアイソセントリック回転機構を
備えたものであると、上記共通寝台を移動させる放射線治療用複合装置であっても、共通
寝台の回転運動ではなく直線移動によって移動することによって、アイソセントリック回
転機構も付随して移動させることができるので、ＣＴスキャナーにおけるスキャンの際に
も、上記共通寝台のアイソセントリック回転機構を利用することが可能となり、より効果
的である。
【００２０】
　上記放射線治療用複合装置が、更に、Ｘ線シミュレーターを備え、上記移動手段として
、上記共通寝台に載った上記被照射者を更に上記Ｘ線シミュレーターの所定位置に配置さ
せる移動機構を備えたものであると、Ｘ線シミュレーターによって、例えば患者の呼吸な
どによって体内で患部が動き、ＣＴスキャナーによる位置合わせにずれが生じていないか
などの確認を行うことができ、ずれが生じた場合、その結果を例えば位置制御機構に入力
し、位置補正を行って再度、放射線照射装置側に移動させる際に、移動が直線運動により
行われるので、位置補正の精度管理も向上する。また、上述したように、本発明の複合装
置の上記共通寝台がアイソセントリック回転機構を備えたものであれば、Ｘ線シミュレー
ターにおいてもアイソセントリック回転機構を利用することが可能となり、特にＸ線シミ
ュレーターによる位置決めの場合、得られた二次元影像にＣＴスキャンの三次元データー
をコンピューター処理によって合わせることによって、三次元における位置決めを行って
いたので、このようにＸ線シミュレーターにおいてもアイソセントリック回転機構を利用
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することができれば、三次元における位置決めを容易に行うことができ、更にその精度を
向上させることも可能となる。
【００２１】
　本発明の複合装置にＸ線シミュレーターを加える場合、上記ＣＴスキャナーの直線運動
と上記共通寝台の直線運動を生じさせる移動手段によって、上記共通寝台に載った上記被
照射者を更に上記Ｘ線シミュレーターの所定位置に配置させることができる。
【００２２】
　より具体的には、上記ＣＴスキャナー及び上記共通寝台を直線運動させる移動機構とし
て、上記ＣＴスキャナーと上記共通寝台とが移動方向が互いに交差する、好ましくは直交
又は実質的に直交する直線移動機構をそれぞれ備え、上記ＣＴスキャナーと上記放射線照
射装置と上記Ｘ線シミュレーターとが横並びに配設されると共に、上記共通寝台がこれら
の間を直線移動可能となるように配設されたものであれば、共通寝台を回転させることな
く、更に、上記共通寝台に載った上記被照射者を位置精度よく上記Ｘ線シミュレーターの
所定位置に配置させることが可能となる。また、上記共通寝台がアイソセントリック回転
機構を備えたものであれば、上述したようにＸ線シミュレーターにおいてもアイソセント
リック回転機構を利用することが可能となる。
【００２３】
　更に、本発明の放射線治療用複合装置において、上記ＣＴスキャナーの検出可能領域の
直径が、該領域において上記被照射者の位置を横方向に位置調整可能な大きさであれば、
上記ＣＴスキャナーがその検出可能領域において上記被照射者を横方向（体の左右方向）
に移動させる移動手段（上記被照射者の横方向の位置を調整する位置調整手段）を備える
ことによって、例えば、上記断層面をスキャンする前に、予備スキャンによって寝台上に
載った被照射者の患部の位置確認を行い、患部がガントリのトンネル部において横方向の
中心からずれていても、トンネル部の上下方向、体軸方向のみならず、その横方向の位置
調整も行えるので、ＣＴスキャナーにより患部を含む横断面をスキャンする際に、その中
心点に患部を位置させることが可能となる。
【００２４】
　また、共通寝台がアイソセントリック回転機構を備えたものであれば、上述したように
、本発明においては共通寝台のアイソセントリック回転機構をＣＴスキャナーにおいても
利用することも可能であり、この場合、ＣＴスキャナーのガントリのトンネル部の径を上
記大きさとすることによって、寝台のアイソセントリック回転機構をより有効に機能させ
ることが可能となる。なお、ガントリのトンネル部の直径を上記大きさとしたＣＴスキャ
ナーは、本発明以外の複合装置、ＣＴスキャナー（例えば放射線照射装置とは別室に設置
されたＣＴスキャナー）においても有用であり、例えば上述した回転式寝台を使用した複
合装置のＣＴスキャナーとして使用しても有用である。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の放射線治療用複合装置によれば、悪性腫瘍などを放射線治療する際に、ＣＴス
キャナーによる正確な位置合わせをした状態を維持したままで、放射線照射を行うことが
可能となり、放射線治療における治療位置の精度管理を格段に向上させて、治療成績を向
上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明につき図面を参照にして更に詳しく説明する。
【実施例】
【００２７】
　図１に示す放射線治療用複合装置Ａ７は、図２に示す本発明の一構成例の放射線治療用
複合装置Ａ８のＸ線シミュレーターを配設していないものであり、直線移動機構を備えた
ＣＴスキャナー１と放射線照射装置２とが共通寝台に向けて横並びに配設され、直線移動
機構を備えた共通寝台３がその移動方向がＣＴスキャナー１の移動方向と直交するように
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配設されている。ここで、本発明において、ＣＴスキャナーと共通寝台は、これらの移動
方向が交差する形に配設されていればよく、例えばこれらの移動方向が斜交するように配
設することもできるが、直交又は実質的に直交する形に配設されていることが望ましい。
そして、この共通寝台３は、図示しない制御機構からの指令によって、ＣＴスキャナー１
の所定位置と放射線照射装置２の所定位置との間を移動できるように配設されている。
【００２８】
　本発明の構成例においては、ＣＴスキャナーの制御装置、ＣＴスキャナーにより得られ
た計測結果、画像などを表示する画像表示制御用操作装置、放射線照射装置の制御装置な
どのＣＴスキャナーの計測結果による位置合わせから放射線照射装置２による放射線照射
までなどの一連の操作を管理、制御するコンピューター制御システム（図示せず）が、治
療室又は別室に設けられた操作室に備えられている。なお、以下の構成例においてＣＴス
キャナー、共通寝台の移動機構の作動は、コンピューター制御のみならず、マニュアル式
であってもメカニカルなものであってもよい。
【００２９】
　ＣＴスキャナーの直線移動機構は、特に制限されるものではないが、例えば、ＣＴスキ
ャナーの直線移動機構としては、二本のＣＴスキャナー用レール４、４を治療室の床面５
（図５参照）に設け、このレール４、４上を図示しないコンピューターの制御により駆動
部（例えばモーター）が駆動して直線方向（図中矢印ｂ）、即ち、図面上ｘ軸方向に沿っ
て移動する床面自走機構、床面に代えて天井にレールを設けた天井自走機構（図示せず）
、床面に代えてＣＴスキャナーの両側面に壁体を設け、この壁面にレールを設けた壁面自
走機構（図示せず）等の自走機構、ＣＴスキャナーを図示しないコンピューターの制御に
より駆動部（例えばモーター）が駆動して直線方向（図中矢印ｂ）、即ち、図面上ｘ軸方
向に沿って移動するスライド床（図示せず）に載せたスライド機構などの摺動機構等を直
線移動機構として挙げることができる。
【００３０】
　本発明の構成例において移動機構としてスライド床を用いたスライド機構を利用する場
合、治療室の床面の凹凸を少なくするために、例えばジャバラ床などを利用することもで
きる。更に、本発明の構成例において、ＣＴスキャナー、共通寝台の移動機構は、それぞ
れ他の移動をし難くしないように工夫すると、より好適であり、例えば、これらの直線移
動機構として上述したような自走機構を利用するのであれば、例えば一方が床面自走機構
であれば、他方を壁面自走機構又は天井自走機構とするなどの工夫をすることが望ましい
。従って、図面においてレールを示した場合、特に説明がなくても、床面自走機構、壁面
自走機構、天井自走機構、スライド床を利用したスライド機構のいずれも適宜選択して利
用することができる。また、レールの長さ、２本のレールの場合の間隔は、図面に示した
大きさによらず、装置の大きさ、配置などにあわせて適宜選定することができる。
【００３１】
　ＣＴスキャナー１は、直線移動機構が備えられている限り、通常使用されている装置を
使用することができるが、本発明の構成例においては、図３に検出装置（ガントリ）１ｂ
の部分を模式的に示したＣＴスキャナー１のように、ＣＴスキャナーの検出可能領域であ
るガントリ１ｂのトンネル部１ｃにおける被照射者（患者）Ｂの位置を横方向に位置調整
可能となるように、直径が従来のものより大きく構成されていると、より精度よく患部（
病巣）Ｃの位置合わせを行うことができる。即ち、図３に示すＣＴスキャナー１において
、ＣＴスキャナーの検出装置であるガントリ１ｂのトンネル部１ｃは、被照射者Ｂが載置
された共通寝台３が、トンネル部１ｃにおいて横方向に沿って、即ち、図中矢印ｆのよう
に移動可能となるように、直径が好ましくは１．５～３ｍ、より好ましくは２～２．５ｍ
程度となるように構成されており、ガントリ１ｂのトンネル部１ｃにおいて被照射者（患
者）Ｂを横方向（図中矢印ｆ）に移動させる位置調整手段（図示せず）を備えたものであ
る。
【００３２】
　トンネル部１ｃにおいて被照射者Ｂの横方向の位置を調整する位置調整手段としては、
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特に制限されるものではなく、種々の横方向の移動手段を採用することができ、例えば、
ＣＴスキャナーの予備スキャンデータに従って、図示しないコンピューターの制御により
共通寝台３の上面にスライド可能に支持され、患者を載せた天板３ａを寝台上の被照射者
の体の左右方向（図面上は横方向、図中矢印ｆ）に図示しない内部の駆動機構により平行
移動（スライド）させるスライド機構などの位置調整機構（図示せず）を備える共通寝台
３をＣＴスキャンの際に使用することによって、ＣＴスキャナーがトンネル部１ｃにおい
て被照射者Ｂの横方向の位置を調整する位置調整手段を備えた構成となり、例えば、図中
の想像線（二点鎖線）で示すように患者Ｂの患部（病巣）Ｃが体の横方向の一端側寄りに
存在し、体の横方向の中心から大きく外れていても、患部Ｃがトンネル部１ｃの横方向中
心となるように移動させ、必要に応じて従来のＣＴスキャナーと同様に上下方向（図中矢
印ｉ）の移動手段（通常、寝台の高さ調整）によって高さ方向も調整すれば、図中の実線
で示すように、患部（病巣）Ｃの中心位置とＣＴスキャナー１の検出可能領域（ガントリ
１ｂのトンネル部１ｃ）の中心位置（図中一点鎖線ｊ、ｋの交点）とを一致させることが
できる。この状態で、ＣＴスキャンを行えば、スキャンを行う断層面の中心と病巣の中心
が一致する。従って、悪性腫瘍などを放射線治療する際に、身体のどの部位に発生した腫
瘍であろうとも、ＣＴスキャナーのガントリの中心で病巣を検出することが可能となり、
極めて正確に病巣位置を認識して放射線照射を行うことが可能となる。
【００３３】
　本発明の構成例において放射線照射装置２は、ロボットアーム型のリニアック、Ｃ－ア
ーム型のリニアックなどの種々のリニアックなどの通常使用されている放射線照射装置を
使用することができる。
【００３４】
　共通寝台３の直線移動機構は、特に制限されるものではなく、例えば、共通寝台３を移
動用架台３ｃに載置させ、二本の共通寝台移動用のレール９、９を横並びに配設されたＣ
Ｔスキャナー１と放射線照射装置２とに対応するように治療室の床面に設け、移動用架台
３ｃをこのレール９、９上を図示しないコンピューターの制御により直線方向（図中矢印
ａ）に沿って摺動するように取り付け、移動用架台３ｃを摺動部とすることによって、共
通寝台３が移動用レール９、９に摺動可能に取り付けられた構成としたり、移動用架台３
ｃをコンピューターの制御により直線方向（図中矢印ａ）に移動するスライド床となるよ
うにしたスライド機構などの摺動機構によって移動可能とすると、好適である。
【００３５】
　この放射線治療用複合装置Ａ７及び後述する放射線治療用複合装置Ａ８において使用す
る共通寝台３としては、放射線照射の照射野中心、放射線照射の角度などを変えることが
できるように、円方向（図中矢印ｃ）に位置調整可能なアイソセントリック回転機構Ｄを
有するものなどが好適に使用される。即ち、図５に示した治療用寝台２０と同様に、共通
寝台３の先端側（使用する装置側の端部）近傍の床面にアイソセンタｒが回転中心となる
ように設けられたターンテーブル３ｂ（図５では２０ｂ）の周縁に回転板（図５では２０
ｄ）の先端側（使用する装置に対してほぼ正面を向いた状態において装置側となる端部）
を回転板がターンテーブル３ｂと一体となって回転するように固設し、この回転板上に共
通寝台３の架台（図５では２０ｃ）を載置することによって、共通寝台３をターンテーブ
ル３ｂと共に水平回転可能となるように連結すると共通寝台にアイソセントリック回転機
能Ｄを持たせることができる。更に共通寝台３としては、アイソセントリック回転機構Ｄ
に加えて、上述したようにＣＴスキャナーのトンネル部において横方向の位置調整が可能
となるように、使用する装置に対して天板３ａ（図５では２０ａ）が横方向（図中矢印ｆ
）に位置調整可能な機構を備えていることが望ましく、更に前後方向、高さ方向にも位置
調整可能な機構を有し、例えば放射線照射装置用の治療器寝台（治療用寝台）として使用
されている寝台を好適に使用することができる。なお、本発明において上記共通寝台がア
イソセントリック回転機構を有することが好ましいが、図中矢印ｃで示したような位置回
転する機構であれば、その構成が特に限定されるものではなく、上記構成以外の構成から
なるアイソセントリック回転機構を使用することができる。従って、図面においてターン
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テーブル３ｂの位置、大きさは適宜選定することができ、また、例えば寝台のアイソセン
トリック回転方向を矢印ｃで示すことによってターンテーブル３ｂを図示しないこともで
きる。
【００３６】
　共通寝台３として、上述したようにアイソセントリック回転機構Ｄを備えた寝台を使用
する場合、移動用架台３ｃを上述したアイソセントリック回転機構の説明における床面と
し、移動用架台３ｃにターンテーブル３ｂを設けることなどによって、共通寝台３のアイ
ソセントリック回転機構Ｄも合わせて移動用架台３ｃに載せることが望ましい。また、Ｃ
Ｔスキャナー１、共通寝台３の直線移動機構は、共通寝台３がＣＴスキャナー１の前に移
動する際に、移動用架台３ｃとＣＴスキャナー１の移動機構とが互いに移動し難くしない
ように、例えばＣＴスキャナー１の移動機構に壁面自走機構、天井面自走機構を利用する
などの工夫をすることが望ましい。なお、移動用架台３ｃの大きさ、形状は適宜選定する
ことができ、例えば、アイソセントリック回転機構を備えた寝台の後端側が載置される大
きさとすることもできる。
【００３７】
　この放射線治療用複合装置Ａ７において、患者は、常に共通寝台３の上に載置されてお
り、共通寝台３は、上述したようにその移動機構がコンピューター制御されているもので
あれば、コンピューターからの指令により、精度よく所定の位置に直線移動させることが
でき、病巣位置合わせの際は、共通寝台３がＣＴスキャナー１の所定位置に直線移動する
と共に、ＣＴスキャナー１が共通寝台３の方に向かって直線移動し、照射の際には、ＣＴ
スキャナー１が共通寝台３から後退すると共に、共通寝台３がＣＴスキャナー１の位置デ
ータに従って放射線照射装置２の所定位置に直線移動する。これにより、位置合わせから
放射線治療までの間に介在した回転運動が省かれるため、回転運動に付随する誤差が介入
する余地が消失する。
【００３８】
　ここで、更に、ＣＴスキャナー１が上述したように、その検出可能領域の直径が上記大
きさであり、検出可能領域において被照射者の横方向の位置を調整する位置調整手段を備
えることによって、検出可能領域において患部を横方向に位置調整可能な構成したもので
あれば、ＣＴスキャンを行う際には、被照射者を載せた共通寝台３は、体軸に直交する通
常の横断面像あるいはその断面変換像を予備ＣＴスキャンデータから作成し、その表示画
面から患部の中心とＣＴスキャン（走査）する際の横断面の中心軸とが一致するように、
寝台の位置制御機構によって、寝台を横方向に位置調整すると共に、必要に応じて高さ方
向の位置調整を行う。その後、ＣＴスキャンを行い、病巣（被照射部）がＣＴスキャナー
１のガントリ１ｂ（図３参照）のトンネル部１ｃ（図３参照）の中心に正確に一致してい
ることを確認する。照射の際には、ＣＴスキャナー１で確認した位置のデータに従って、
図示しないコンピューター制御機構により被照射者を載せた共通寝台３が放射線照射装置
２の所定位置となるように配置される。これにより、誤算のない病巣の位置に対して、放
射線治療を行うことができ、優れた治療精度やその精度管理が容易となる。従って、本発
明においてこのようなＣＴスキャナーを使用すれば、病巣の中心を放射線治療室内の三次
元空間における本当の原点に一致させることが可能となる。このように位置合わせができ
るようになれば、誤差の介入する余地がなくなり、格段に優れた治療精度やその精度管理
が可能となる。従って、ＣＴスキャナーをその検出可能領域において患部を横方向に位置
調整可能な構成とすることによって、より位置精度が向上する。
【００３９】
　更に、共通寝台３がアイソセントリック回転機構Ｄを備えたものであれば、共通寝台３
に備えられたアイソセントリック回転機構Ｄを放射線照射装置２、ＣＴスキャナーにおい
て利用することが可能となり、アイソセントリック回転機構による作用効果も各装置にお
いて得ることが可能となるので、更に優れた治療精度やその制度管理が可能となる。ここ
で、ＣＴスキャナーのガントリのトンネル部の直径が上記大きさであれば、共通寝台３に
備えられたアイソセントリック回転機構を利用したガントリ内における患部の位置調整が
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より容易となる。
【００４０】
　図２に示す放射線治療用複合装置Ａ８は、放射線治療用複合装置Ａ７において、移動用
架台３ｃの移動距離が長くなるように、共通寝台用のレール９、９の長さを延長するか、
又は移動用架台３ｃがスライド床としてスライドできる移動距離を長くし、その延長範囲
にあわせて放射線照射装置２と横並びとなるように配設されたＸ線シミュレーター８を加
えたものであり、この放射線治療用複合装置Ａ８によっても、上記機能に加え、放射線照
射を一旦中断し、共通寝台３を図面の上方向に直線移動させれば、Ｘ線シミュレーター８
によって、例えば患者の呼吸などによって体内で患部が動き、ＣＴスキャナーによる位置
合わせにずれが生じていないかどうかなどの位置確認を行うことができ、共通寝台３の位
置を元に戻すことによって、精度よく位置補正された状態で放射線照射を再開することが
できる。この時、共通寝台３がアイソセントリック回転機構を備えたものであれば、アイ
ソセントリック回転機構をＸ線シミュレーター８においても利用することが可能であるの
で、より精度よく位置確認を行うことが可能となる。
【００４１】
　なお、上述したように、本発明の移動機構は、コンピューター制御によるオートマティ
カルなもののみならず、マニュアル式であっても、メカニカルなものであってもよい。
【００４２】
　本発明の放射線治療用複合装置は、上記構成に限定されるものではなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲で種々変更して差し支えない。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の放射線治療用複合装置の一構成例を説明する放射線治療用複合装置の概
略平面図である。
【図２】本発明の放射線治療用複合装置の一構成例の放射線治療用複合装置の概略平面図
である。
【図３】本発明の放射線治療用複合装置においてより好適に使用されるＣＴスキャナーの
構成を説明する説明図である。
【図４】従来の放射線治療用複合装置の構成を説明する放射線治療用複合装置の概略平面
図である。
【図５】放射線照射装置に使用される治療用寝台のアイソセントリック回転機構を説明す
る概略側面図である。
【図６】従来のＣＴスキャナーの構成を説明する説明図である。
【符号の説明】
【００４４】
　Ａ７、Ａ８、Ａ１５　放射線治療用複合装置
　Ｂ　患者（被照射者）
　Ｄ　アイソセントリック回転機構
　１、１’　ＣＴスキャナー
　１ｂ　ガントリ
　１ｃ、１ｃ’　検出可能領域（トンネル部）
　２　放射線照射装置
　３　共通寝台
　４　レール（ＣＴスキャナー用の移動機構）
　８　Ｘ線シミュレーター
　９　レール（共通寝台用の移動機構）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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